
 

 

（件名）                         令和６年９月 19日 

週休２日推進工事に関する各種見直しについて 

（建設経済局 技術調査課） 

１ 概要 

本県における週休２日推進工事は、これまで当初設計金額によらず発注者指定型と

するよう要領を改正し、発注者指定型を拡大することで週休２日達成率の向上を図

ってきた。 

  国土交通省では、週休２日の「質の向上」の拡大として、月単位の週休２日の補正

係数を新設するとともに、完全週休２日（土日）の促進のため、成績評定での加点措

置の実施を令和６年４月から行うことを令和６年２月 28日に記者発表している。 

  加えて、令和６年度から時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたことから、

確実な週休２日の確保は急務となっている。 

以上から本県の土木工事において週休２日推進工事に関する各種要領等につい

て、月単位の週休２日を踏まえた改定を行う。 

 

２ 各省庁の見直し内容（本県の対応） 

【実施要領】 

（１）国土交通省所管（土木工事、機械工事、空港関係工事） 

  ○４週６休、４週７休の撤廃 

  ○月単位の週休２日の導入 

  ○補正係数の変更 

    労務費   （４週８休以上）１．０５ → （月単位）１．０４ 

          （４週７休以上）１．０３   （通 期）１．０２ 

          （４週６休以上）１．０１ 

   機械経費  （４週８休以上）１．０４ → （月単位）１．０２ 

         （４週７休以上）１．０３   （通 期）１．０２ 

（４週６休以上）１．０１ 

   共通仮設費率（４週８休以上）１．０４ → （月単位）１．０３ 

         （４週７休以上）１．０３   （通 期）１．０２ 

（４週６休以上）１．０２ 

   現場管理費率（４週８休以上）１．０６ → （月単位）１．０５ 

         （４週７休以上）１．０４   （通 期）１．０３ 

（４週６休以上）１．０３ 

 

（２）国土交通省所管（港湾関係工事） 

  ○補正係数の変更 

 労務費   （４週８休以上）１．０５ → （４週８休以上）１．０４ 

   機械経費  （４週８休以上）１．０４ → （４週８休以上）１．０２ 

   共通仮設費率（４週８休以上）１．０２ → （４週８休以上）１．０２ 

   現場管理費率（４週８休以上）１．０３ → （４週８休以上）１．０３ 

   

  



 

（３）農林水産省所管（農地工事） 

  ○４週６休、４週７休の撤廃 

○補正係数の変更 

労務費   （４週８休以上）１．０５ → （４週８休以上）１．０２ 

          （４週７休以上）１．０３    

          （４週６休以上）１．０１ 

   機械経費  （４週８休以上）１．０４ → （４週８休以上）１．０２ 

         （４週７休以上）１．０３    

（４週６休以上）１．０１ 

   共通仮設費率（４週８休以上）１．０４ → （４週８休以上）１．０２ 

         （４週７休以上）１．０３    

（４週６休以上）１．０２ 

   現場管理費率（４週８休以上）１．０９ → （４週８休以上）１．０５ 

         （４週７休以上）１．０７    

（４週６休以上）１．０５ 

 

（４）林野庁所管（森林工事） 

  変更なし。 

 

【成績評定】 

 各所管にかかわらず、下記のとおりに変更する。 

  ●評定対象の変更 

    ４週８休以上 ２点加点   → 月単位 ２点加点 

    ４週７休以上 １点加点     通 期 １点加点 

    ４週６休以上 ０．５点加点 

 

表１．経費補正と成績評定 
所管 

 

 

発注形式 

土木工事 港湾関係工事 農地工事 森林工事 

経費補正 評定(点) 経費補正 評定(点) 経費補正 評定(点) 経費補正 評定(点) 

月単位の週休２日 有 2 - 2 - 2 - 2 
通期の週休２日 有 1 - 1 - 1 - 1 
４週８休以上 - - 有 - 有 - 有 - 
４週７休以上 - - - - - - 有 - 
４週６休以上 - - - - - - 有 - 

 

 

３ 適用時期 

  ・国土交通省は、令和６年４月１日以降に設計積算を行うものから適用 

  ・本県は、令和６年 10月１日以降に設計積算を行うものから適用 


